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業務用厨房におけるガス機器による事故防止対策の周知について 

 

 

「業務用厨房施設における一酸化炭素中毒による労働災害防止について」に

ついては、平成 21 年 12 月 4 日付け基安化発 1204 第１号（以下「基安化発 1204

第１号」という。）により通知したところであるが、今般、別添のとおり、経

済産業省原子力安全・保安院ガス安全課長及び液化石油ガス保安課長より当職

あて、標記事故防止対策の周知に係る協力依頼があったところである。 

当該対策は業務用厨房施設における一酸化炭素中毒の労働災害防止の指導に

当たって有効であると考えられることから、基安化発 1204 第１号により、各種

機会を通じた管内の関係団体等に対する要請等を行う際に、別添の対策を周知

する等活用されたい。 
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